
蓮田市監理委託契約約款 

 

（総則） 

第１条 委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は、契約書記載の委

託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、図面、設計書及び仕様書（現

場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面、設計書及び仕様書を

「設計図書」という。）に従いこれを履行しなければならない。 

（契約の保証） 

第２条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。

ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄

託しなければならない。 

 (1) 契約保証金の納付 

 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認

める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払保証事業に関する法律（昭和２７年法律第

１８４号）第２条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」と

いう。）は、委託代金額の１０分の１以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は

契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証

を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託代金額の１０分の１に達する

まで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することが

できる。 

５ 甲が契約の保証をあらかじめ免除とした場合及び蓮田市契約規則（平成２９年蓮田市規則第

２７号）第２８条第３号の規定により契約保証金の全部を納付させない場合には、この条の規

定は、適用しない。 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

い。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（関連業務の調整） 

第４条 甲は、乙の遂行する業務が甲の発注に係る第三者の遂行する他の業務と遂行上密接に関

連する場合において、必要があるときは、その遂行につき、調整を行うものとする。この場合

において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な遂行に協力しなければならない。 

（業務の調査等） 

第５条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を

求めることができる。 

（再委託の禁止） 

第６条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請負わせ



てはならない。 

（監督職員） 

第７条 甲は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。

監督職員を変更したときも、同様とする。 

（現場技術員） 

第８条 乙は、現場技術員を定め、契約書の定めるところにより、監督職員の指示に従って業務

に従事させなければならない。 

２ 乙は、業務の履行に際し、必要があれば、前項の現場技術員のうちから主任現場技術員を定

め、業務全般の掌握及び現場技術員の指導監督を行わせなければならない。 

３ 乙は、現場技術員を定めるときは、書面により甲の承諾を得なければならない。現場技術員

を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 甲又は監督職員は、現場技術員のうちに業務の履行につき著しく不適当と認められるものが

あるときは、乙に対して、その理由を明示して、その変更を求めることができる。 

（貸与物品） 

第９条 甲は、乙に対し、乙が業務を履行するために必要な図面その他の書類及び物品を貸与す

るものとする。 

２ 乙は、業務が完了した場合又は第２０条、第２１条又は第２２条の規定により契約が解除さ

れた場合には前項の貸与物品を遅滞なく、甲に返還しなければならない。この場合において、

当該貸与物品が乙の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め若しくは原

状に復し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

３ 前項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第２０条の規定

によるものであるときは甲が定め、第２１条又は第２２条の規定によるものであるときは甲乙

協議して定める。 

（業務内容の変更、中止等） 

第１０条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、業務の内容を変更し、

又は、業務の履行を一時中止させることができる。この場合において、委託代金額又は、履行

期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 

２ 甲は、前項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならな

い。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。 

（臨機の措置） 

第１１条 乙は、災害防止等のため特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならな

い。この場合において、乙はあらかじめ監督職員の意見を求めなければならない。ただし、緊

急やむを得ないときはこの限りではない。 

２ 前項の場合において、乙は、そのとった措置について遅滞なく監督職員に通知しなければな

らない。 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第１２条 業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のため必要を生じ

た経費は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたもの

については、甲がこれを負担する。 

（履行期間の延長） 

第１３条 乙は、その責に帰することができない理由により履行期間内に業務を完了することが

できないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求



めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めなければなら

ない。 

２ 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期間

を延長しなければならない。この場合において、甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰す

る事由によるときは、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。 

（甲の請求による履行期間の短縮等） 

第１４条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、乙に対して書面によ

り履行期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面に

より定めなければならない。 

２ 前項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して委託代金を変更しなけ

ればならない。 

（検査） 

第１５条 乙は、業務を完了したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して１０日以内に乙の立会の

うえ業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。  

（委託代金の支払） 

第１６条 乙は、前条の検査に合格したときは、書面により委託代金の支払を請求することがで

きる。 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内に委託代金を

支払わなければならない。 

（部分払） 

第１７条 乙は、業務の完了の前に、業務の既済部分に相応する委託代金相当額の９／１０以内

の額について、契約書記載の回数以内において次項以下に定めるところにより部分払を請求す

ることができる。 

２ 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確

認を書面により甲に求めなければならない。この場合においては、甲は、遅滞なくその確認の

検査を行い、その結果を書面により乙に通知しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。

この場合においては、甲は、当該請求のあった日から起算して１４日以内に部分払金を支払わ

なければならない。 

４ 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第

１項中「委託代金相当額」とあるのは、「委託代金相当額からすでに部分払の対象となった委

託代金相当額を控除した額」とする。 

（代理受領） 

第１８条 乙は、甲の承諾を得て委託代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする

ことができる。 

２ 甲は、前項の規定により第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当

該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第１６条又

は第１７条の規定に基づく支払をしなければならない。 

（履行遅延の場合の違約金） 

第１９条 乙の責に帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合におい



て、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると甲が認めたときは、甲は、乙に違

約金を科して履行期間を延長することができる。 

２ 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４

年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が定める率（年当たりの率は、閏年

の日を含む期間についても、３６５日の割合とする。）を乗じて計算した額とする。ただし、

違約金の総額が１００円に満たないときは、これを徴収しない。 

３ 甲の責に帰すべき理由により、第１６条第２項の規定による委託代金の支払が遅れた場合に

おいては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法

律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が定める率（年当たりの率は、閏年の日を含む期間に

ついても、３６５日の割合とする。）を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求するこ

とができる。ただし、遅延利息の総額が１００円に満たないときは、甲は、これを支払うこと

を要しないものとし、その額に１００円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

（甲の解除権） 

第２０条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 (1) その責に帰すべき理由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了

する見込みがないと明らかに認められるとき。 

 (2) 正当な理由なしに着手時期を過ぎても業務に着手しないとき。 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達するこ

とができないと認められるとき。 

 (4) 第２２条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、業務の既済部分を検査し、その既済部分に

対する委託代金相当額を乙に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定により契約が解除されたときは、乙は、委託代金額の１／１０に相当する額を

違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ 前項の場合において、第２条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が

行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

第２１条 甲は、業務が完了しない間は、前条第１項に規定する場合のほか必要があるときは、

契約を解除することができる。 

２ 前条第２項の規定は前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 

３ 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。 

（乙の解除権） 

第２２条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。 

 (1) 第１０条第１項の規定により業務の内容を変更したため委託代金額が２／３以上減少し

たとき。 

 (2) 第１０条第１項の規定による業務の中止の期間が履行期間の５／１０（履行期間の５／

１０が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。 

 (3) 甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。 

２ 第２０条第２項並びに前条第３項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用

する。 

（秘密の保持等） 



第２３条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 乙は、成果品（業務の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写

させ、又は譲渡してはならない。 

（定めのない事項等） 

第２４条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 

 

 

「改正」平成１８年７月１日 

平成２２年４月１日 

平成２６年４月１日 

平成２８年４月１日 

平成２９年４月１日 

令和２年４月１日 

令和４年４月１日 

令和７年４月１日 


